
○高浜市中小企業ステップアップ補助金交付要綱 

令和５年４月１日 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地域の雇用や産業を支える中小企業の生産性

向上と持続的発展を図ることを目的に、中小企業が自ら作成した

事業計画に基づく取組を支援するために交付する高浜市中小企業

ステップアップ補助金（以下「補助金」という。）について、高

浜市補助金交付規則（昭和５０年高浜市規則第２２号）に定める

もののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）

は、次のいずれにも該当するものとする。 

(１) 次のいずれかに該当すること。 

ア 補助金の交付申請時において最初の決算期を経過してい

ない事業者で、産業競争力強化法（平成２５年法律第９８

号）第２条第３１項第１号に規定する認定特定創業支援等

事業による支援を受けたことを証する証明書（以下「証明

書」という。）の交付を受けていること。 

イ アに該当しない事業者で、中小企業者（中小企業基本法

（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項各号に該当す

る事業者をいう。以下同じ。）であること。 

(２) 市税を滞納していないこと。 

(３) 暴力団員（高浜市暴力団排除条例（平成２４年高浜市条例

第４号）第２条第２号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）

若しくは暴力団（同条第１号に規定する暴力団をいう。以下同

じ。）又は暴力団員若しくは暴力団と密接な関係を有する者で

ないこと。 

(４) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和

２３年法律第１２２号）第２条各号に該当する営業を行ってい

ないこと。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、

補助対象者としないものとする。 

(１) 発行済株式の総数又は出資価額の総額の２分の１以上を同

一の大企業（中小企業者以外の事業者をいう。以下同じ。）が

所有している中小企業者 



(２) 発行済株式の総数又は出資価額の総額の３分の２以上を複

数の大企業が所有している中小企業者 

(３) 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の２分の

１以上を占めている中小企業者 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」と

いう。）は、補助対象者が作成し、高浜市商工会で助言又は指導

を受けた事業計画を基に市内の事業所で実施する事業であって、

次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(１) 当該事業の実施に係る融資を受けている場合にあっては、

当該融資について高浜市信用保証料補助金交付規則（平成３年

高浜市規則第１０号）に基づく補助金の交付を受けていないこ

と。 

(２) 当該事業について、この補助金と同様の趣旨の他の補助金

の交付を受けていないこと。 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」と

いう。）は、補助金の交付申請と同一年度内に実施する補助対象

事業について当該年度内に支払う経費であって、別表に掲げるも

のとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費と

しないものとする。 

(１) 自社内部の取引に係る経費 

(２) 記念品及び景品に要する経費 

(３) 公序良俗に反する経費 

(４) その他市長が不適当と認める経費 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の金額に２分の１を乗じて得

た額とし、１補助対象者につき２０万円を限度とする。この場合

において、当該額に１，０００円未満の端数が生じた場合は、当

該端数を切り捨てるものとする。 

（交付の申請等） 

第６条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、補助対象事

業の実施前に、高浜市中小企業ステップアップ補助金交付申請書

（様式第１）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければな



らない。 

(１) 事業計画書（様式第２） 

(２) 見積書 

(３) 市税の完納証明書 

２ 補助金の交付申請は１回とする。 

ただし、次の各号のいずれにも該当する場合にあっては、２回

の交付申請を行うことができる。 

(１) 初回に当たる交付申請において第２条第１項第１号アに該

当した補助対象者であること。 

(２) 前号の交付申請に係る補助金の交付を受けた日の属する年

度の翌年度の末日を経過したこと。 

３ 市長は、補助金の交付申請を年度毎に先着順で受け付け、次条

第２項に規定する交付決定通知書で通知する補助金交付決定額の

総額が予算の上限に達したときは、交付申請の受付を終了する。 

（交付の決定） 

第７条 市長は、前条第１項の規定により補助金の交付申請の提出

を受けたときは、その内容を審査し、速やかに補助金の交付の可

否を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、高

浜市中小企業ステップアップ補助金交付決定通知書（様式第３）

により、不交付を決定したときは、高浜市中小企業ステップアッ

プ補助金不交付決定通知書（様式第４）により当該交付申請をし

た者に通知するものとする。 

（事業の変更等） 

第８条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」とい

う。）は、補助金の交付決定を受けた補助対象事業（以下「補助

事業」という。）の内容を変更しようとするときは、高浜市中小

企業ステップアップ補助金計画変更承認申請書（様式第５）を市

長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、補助金の額

は、前条第２項の規定による交付決定の金額を限度とする。 

２ 市長は、前項の規定による書類の提出があったときは、その内

容を審査し、補助事業の変更又は中止が適当と認めたときは、こ

れを承認し、その旨を高浜市中小企業ステップアップ補助金計画

変更兼補助金変更承認通知書（様式第６）により当該補助事業者

に通知するものとする。 



（実績の報告） 

第９条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、高浜市中小企

業ステップアップ補助金実績報告書（様式第７）に次に掲げる書

類を添えて市長に提出しなければならない。 

(１) 事業実績書（様式第８） 

(２) 成果物が分かるもの 

(３) 領収書その他補助事業に要した経費が分かる書類 

２ 前項に規定する書類の提出期日は、補助事業が完了した日から

起算して３０日を経過した日又は当該年度の末日のいずれか早い

日とする。 

（補助金の額の確定） 

第１０条 市長は、前条第１項に規定する実績報告書等の提出があ

ったときは、その内容を審査し、補助金の額を確定するものとす

る。ただし、補助金の額は、第７条第２項の規定による交付決定

の金額を限度とする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、高浜

市中小企業ステップアップ補助金交付額確定通知書（様式第９）

により補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第１１条 前条第２項の規定により補助金の額の確定を受けた者は、

補助金の交付を受けようとするときは、高浜市中小企業ステップ

アップ補助金交付請求書（様式第１０）を市長に提出しなければ

ならない。 

２ 市長は、前項の請求書を受理したときは、補助金を交付するも

のとする。 

（財産処分の制限） 

第１２条 補助事業者は、補助金の交付を受けて取得し、又は効用

の増加した財産を、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的

に反して使用し、撤去し、譲渡し、交換し、又は貸し付けてはな

らない。ただし、当該財産の耐用年数を経過しているときは、こ

の限りでない。 

（補助金の交付決定の取消し等） 

第１３条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると

きは、交付決定した内容の全部若しくは一部を取り消し、又は既

に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができ



る。 

(１) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。 

(２) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を

受けたとき。 

(３) 補助金を補助事業以外の目的に使用したとき。 

(４) その他補助金の交付決定の内容又はこれに付けた条件等に

違反したとき。 

（現地調査等） 

第１４条 市長は、補助金の交付及び補助事業の適正な執行の確認

のため必要があると認めるときは、現地調査等を行うことができ

る。 

（雑則） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要

な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の高浜市中小企業ステップアップ補助金交付要綱（以下

「新要綱」という。）第６条第２項の規定にかかわらず、改正前

の高浜市中小企業ステップアップ補助金交付要綱（以下「旧要綱」

という。）第７条の規定により補助金の交付を受けた事業者は、

原則として新要綱に基づく補助金の交付申請を行うことができな

い。ただし、旧要綱第２条第１項ただし書及び同項第１号の要件

を満たすものとして補助金の交付を受け、かつ、補助金の交付を

受けた日の属する年度の翌年度の末日を経過した場合にあっては、

１回に限り新要綱に基づく補助金の交付申請を行うことができる。 

３ 新要綱第３条の規定は、この要綱の施行の日（以下「施行日」

という。）以後に作成する事業計画について適用し、施行日前に

作成する事業計画については、なお従前の例による。 

４ 新要綱第１２条の規定は、施行日以後に交付申請のあった補助

金について適用する。 

 



別表（第４条関係） 

補助対象経費 内容 

機械装置等関係費 機械装置等の購入費、レンタル費、リース費、

整備費等をいう。ただし、自動車、パソコン

その他補助対象事業以外への活用のおそれ

がある機械装置等に係るものを除く。 

広告費 新聞、雑誌等への広告掲載費、ポスター、パ

ンフレット、チラシ等の作成費等をいう。た

だし、展示会の出展に係るものを除く。 

ウェブサイト関連費 自社ウェブサイトの運営費、ECサイトへの出

店費等をいう。 

研究開発費 商品又はサービスの研究開発に係る調査費、

試作品の製作費等をいう。 

物件賃借料 事業所として利用する市内の物件の賃借料

をいう。ただし、次に掲げるものを除く。 

(１) 当該物件に係る駐車場代、保証金、敷

金及び仲介手数料 

(２) 補助対象者と当該物件の所有者が生

計を一にする親族である場合における当

該物件に係る物件賃借料 

物件改装費 市内の物件を事業所として利用するために

実施する改装に要する費用をいう。 

委託・外注費等 補助対象事業に要する委託・外注で上記のい

ずれにも属さないものに係る費用、専門家へ

の相談料等をいう。 

備考 物件賃借料及び物件改装費は、証明書の交付を受けた補助対

象者に限り、補助対象経費とする。 


